
 

新県⽴⼤学の名称決定⽅法（案）について    

 

平成 27 年 12 月 18 日 

県⽴⼤学設⽴準備課 

 

 

１ 趣 旨    

新県⽴⼤学の名称については、平成 25 年６月 24 日策定の新県
⽴⼤学基本構想で、「基本構想策定後に決定する」とし、以降パン
フレットなどには「新県⽴⼤学」等と表記してきた。 

今後本格化する広報活動や、⽂部科学省への⼤学設置認可申請
へ向け、広く意⾒を募った上で、⼤学の名称及び後町キャンパス
に整備する学⽣寮の名称を決定する。 

 

２ 名称決定⽅法    

（１）公 募    

平成 27 年 12 月 25 日（⾦）〜平成 28 年１月 15 日（⾦） 

別紙要領に基づき、県ホームページの応募サイト上で募集。 

（２）選 考    

県⽴⼤学設⽴委員会管理運営専門部会にて名称候補案を絞込
み、平成 28 年３月中旬に開催予定の第６回県⽴⼤学設⽴委員会
において名称案を決定し、理由とともに公表。 

なお、選考にあたっては、必ずしも応募案どおり、また応募数の多寡により決定す
るものではない。 

（３）決 定    

   県⽴⼤学設⽴委員会の上記選考作業を受けて、平成 28 年３月
末までに、県として名称を決定。 

 

 

資料６ 
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